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弁
護
士　
　
　
　
　
　
　
　

　

無
料
法
律
相
談【
要
予
約
】

　　

県
弁
護
士
会
所
属
の
弁
護
士
に
よ

る
無
料
法
律
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

【
時
・
所
】＝

▼
６
月
９
日（
木
）13
時
〜
16
時
・
川

　

内
文
化
ホ
ー
ル

▼�

６
月
17
日（
金
）13
時
30
分
〜
16
時

30
分
・
総
合
福
祉
会
館（
永
利
町
）

【
定
員
】＝
先
着
６
人

【
予
約
開
始
】＝
６
月
１
日（
水
）か
ら

【
予
約
方
法
】＝
電
話

＊
受
付
時
間
は
平
日
９
時
〜
17
時

【
予
約
・
問
合
先
】＝
県
弁
護
士
会

０
９
９（
２
２
６
）３
７
６
５

司
法
書
士　
　
　
　
　
　
　

　

無
料
法
律
相
談【
要
予
約
】

　

秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。
ぜ
ひ
、

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
時
】＝
６
月
24
日（
金
）13
時
〜
16
時

【
所
】＝
川
内
文
化
ホ
ー
ル

【
相
談
員
】＝
県
司
法
書
士
会
所
属
の

司
法
書
士

【
内
容
】＝
主
に
多
重
債
務
に
関
す
る

相
談
、
そ
の
ほ
か
金
銭
貸
借
な
ど
契

約
全
般
に
関
す
る
相
談

＊�

相
談
日
に
は
、
必
ず
当
事
者
本
人

が
お
越
し
く
だ
さ
い
。

【
定
員
】＝
先
着
６
人

【
予
約
開
始
】＝
６
月
１
日（
水
）か
ら

【
予
約
方
法
】＝
電
話

＊�

受
付
時
間
は
平
日
８
時
30
分
〜
17

時
15
分

【
予
約
・
問
合
先
】＝
本
庁
市
民
課
市

民
相
談
Ｇ（
内
線
２
５
７
２
）

無
料
登
記
相
談
所
開
設

　

鹿
児
島
地
方
法
務
局
川
内
支
局
に

よ
る
無
料
登
記
相
談
所
が
開
設
さ
れ

ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
時
】＝
６
月
８
日（
水
）11
時
〜
16
時

【
所
】＝
下
甑
支
所
２
階　

会
議
室

【
問
合
先
】＝
鹿
児
島
地
方
法
務
局

川
内
支
局

（
22
）２
３
０
０

財
産
・
登
記
無
料
相
談

【
時
】＝
６
月
10
日（
金
）13
時
30
分
〜

16�

時
30
分

【
所
】＝
総
合
福
祉
会
館（
永
利
町
）

【
対
象
】＝
本
市
に
居
住
す
る
方（
法

人
は
除
く
）

【
問
合
先
】＝
社
会
福
祉
協
議
会
本
所

（
22
）２
３
５
５

消
費
生
活
相
談
所
開
設

　

市
役
所
相
談
員
に
よ
る
消
費
生
活

相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。訪
問
販
売
・

ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
に
関
す
る
ト
ラ
ブ

ル
な
ど
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
時
・
所
】＝
６
月
14
日（
火
）

▼�

９
時
30
分
〜
11
時
30
分
・
樋
脇
保

健
セ
ン
タ
ー

▼�

13
時
〜
15
時
・
東
郷
支
所
市
民
談

話
室

【
問
合
先
】＝
本
庁
市
民
課
市
民
相
談

Ｇ（
内
線
２
５
６
２
）

巡
回
児
童
相
談

【
時
】＝
６
月
28
日（
火
）・
29
日（
水
）�

【
所
】＝
サ
ン
・
ア
ビ
リ
テ
ィ
ー
ズ
川

内【
内
容
】＝
18
歳
未
満
の
児
童
を
対
象

に
療
育
手
帳
の（
再
）判
定
、
特
別
児

童
扶
養
手
当
の
診
断
に
関
す
る
こ
と

な
ど

【
定
員
】＝
先
着
10
人

【
申
込
締
切
】＝
６
月
10
日（
金
）

【
申
込
方
法
】＝
電
話

【
申
込
・
問
合
先
】＝
本
庁
障
害
・
社

会
福
祉
課
障
害
福
祉
Ｇ（
内
線
２
１

６
１
）お
よ
び
各
支
所
市
民
生
活
課

｢

蛇
口
か
ら　
　
　
　
　
　

　
　

あ
ふ
れ
る
ぼ
く
ら
の　

　
　
　

  　
　
　

夢
・
未
来｣

６
月
１
日
〜
７
日
は
水
道
週
間

■
安
心
し
て
飲
め
る
水
づ
く
り

　

安
全
で
安
心
な
水
の
供
給
は
、
水

道
の
最
も
重
要
な
責
務
で
す
。
そ
こ

で
水
道
局
で
は
、
１
日
１
回
以
上
行

う
３
項
目（
色
・
濁
り
・
消
毒
の
残

留
効
果
）の
検
査
の
ほ
か
に
、
月
に

１
回
以
上
行
う
９
項
目（
一
般
細
菌
・

大
腸
菌
な
ど
）の
検
査
や
、
全
50
項

目
に
わ
た
る
水
質
基
準
項
目
の
検
査

な
ど
を
定
期
的
に
実
施
し
、
安
全
で

良
質
な
水
の
供
給
に
努
め
て
い
ま
す
。

■
漏
水
の
簡
単
な
発
見
方
法

　

自
宅
の
蛇
口
を
全
部
閉
め
、
水
道

メ
ー
タ
ー
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

｢

１
リ
ッ
ト
ル
指
針｣

ま
た
は｢

星

型
パ
イ
ロ
ッ
ト
マ
ー
ク｣

が
動
い
て

い
れ
ば
、
漏
水
の
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。

　
　■

漏
水
減
免
制
度
に
つ
い
て

　

水
道
メ
ー
タ
ー
よ
り
宅
地
内
側
か

ら
の
漏
水
に
よ
り
使
用
料
が
増
え
て

い
る
場
合
は
水
道
料
金
の
減
免
申
請

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

本
市
指
定
給
水
工
事
事
業
者（
指

定
工
事
店
）に
て
修
理
後
、
減
免
申

請
の
手
続
き
を
指
定
工
事
店
に
お
尋

ね
く
だ
さ
い
。

＊�

漏
水
の
原
因
に
よ
っ
て
は
減
免
で

き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

指
定
工
事
店
ま
た
は
水
道
局
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
水
道
メ
ー
タ
ー
の
取
り
換
え

　

水
道
メ
ー
タ
ー
は
８
年
ご
と
に
水

道
局
で
取
り
換
え
ま
す
。
取
り
換
え

る
時
は
、｢

お
知
ら
せ
は
が
き｣

で
事

前
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
取
り
換
え

後
は
、
蛇
口
か
ら
し
ば
ら
く
水
を
流

し
て
か
ら
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

■
訪
問
販
売
な
ど
に
ご
注
意
を

　

水
道
管
の
洗
浄
や
浄
水
器
の
販
売

に
つ
い
て
は
、
水
道
局
で
は
一
切
関

与
し
て
い
ま
せ
ん
。

＊�

業
者
の
紛
ら
わ
し
い
勧
誘
に
は
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

■
水
道
水
に
関
す
る
ご
相
談

　

水
道
水
の
水
質
や
宅
地
内
の
水
道

管
の
老
朽
化
に
よ
る
濁
り
、
晴
れ
て

い
る
の
に
い
つ
も
道
路
が
濡
れ
て
い

る
な
ど
、
水
道
に
関
し
て
の
ご
質
問

や
相
談
な
ど
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
気

軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
先
】＝

▼�

水
道
局
上
水
道
課（
東
郷
支
所
内
）

　

（
42
）２
３
２
０

▼�

甑
地
域
の
各
支
所
産
業
建
設
課

全
国
ご
み
不
法
投
棄　
　
　

　
　
　
　
　

監
視
ウ
ィ
ー
ク

　

５
月
30
日（
ご
み
ゼ
ロ
の
日
）〜
６

月
５
日（
環
境
の
日
）の
１
週
間
は

「
ご
み
不
法
投
棄
監
視
ウ
ィ
ー
ク
」で

す
。

　

こ
の
期
間
中
は
、
重
点
パ
ト
ロ
ー

ル
な
ど
を
実
施
し
、
不
法
投
棄
の
未

然
防
止
に
努
め
ま
す
。

　

本
市
の
昨
年
度
の
不
法
投
棄
処
理

件
数
は
１
４
８
件
に
上
り
、
う
ち
20

件
は
投
棄
者
が
判
明
し
、
指
導
を
行

い
ま
し
た
。
ま
た
、
悪
質
な
５
件
に

つ
い
て
は
、
薩
摩
川
内
警
察
署
に
情

報
提
供
を
行
い
捜
査
が
行
わ
れ
ま
し

た
。

　

不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す
。
不
法
投

棄
の
撲
滅
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

【
問
合
先
】＝
本
庁
環
境
課（
内
線
２

７
３
１
）

川
内
歴
史
資
料
館
・　
　
　

　

川
内
ま
ご
こ
ろ
文
学
館　

　

５
月
31
日（
火
）臨
時
休
館

　

館
内
の
害
虫
駆
除
お
よ
び
予
防
の

た
め
に
、
５
月
31
日（
火
）は
臨
時
休

館
と
し
ま
す
。

【
問
合
先
】＝

▼�

川
内
歴
史

資
料
館

　

（
20
）２
３
４
４

▼
川
内
ま
ご
こ
ろ
文
学
館

　

（
25
）５
５
８
０

柳
山
ウ
イ
ン
ド
パ
ー
ク　
　

　

設
置
事
業
に
係
る
環
境　

　
　

影
響
評
価
書
案
の
縦
覧

　
（
株
）ワ
ッ
ト
で
は
、
柳
山
ウ
イ
ン

ド
パ
ー
ク
風
力
発
電
所
の
設
置
計
画

に
係
る
環
境
影
響
評
価
の
結
果
を
ま

と
め
た
評
価
書
案
を
縦
覧
し
ま
す
。

【
縦
覧
場
所
】＝
本
庁
２
階
ロ
ビ
ー
、

峰
山
・
滄
浪
・
寄
田
地
区
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー

【
縦
覧
期
間
】＝
６
月
１
日（
水
）〜
６

月
30
日（
木
）９
時
〜
17
時

＊
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

【
意
見
書
の
提
出
期
間
】＝
６
月
１
日

（
水
）〜
７
月
14
日（
木
）消
印
有
効

【
意
見
書
の
提
出
方
法
】＝
縦
覧
場
所

に
備
え
付
け
の
用
紙
に
必
要
事
項
を

記
入
の
上
、
意
見
箱
へ
投と

う
か
ん函
ま
た
は

住
所
・
氏
名（
法
人
・

団
体
の
場
合
は
、
名

称
・
代
表
者
氏
名
・

所
在
地
）・
意
見（
理

由
を
含
む
）を
記
入

の
上
、
送
付
で
提
出

【
提
出
・
問
合
先
】＝
〒
８
９
５
ー
０

１
３
１　

高
江
町
２
９
１
８
ー
１　

（
株
）ワ
ッ
ト

（
20
）３
８
３
２

【
評
価
書
案
の
内
容
の
問
合
先
】＝
日

本
気
象
協
会
環
境
事
業
部
地
球
環
境

課
風
力
発
電
調
査
グ
ル
ー
プ　

０
３（
５
９
５
８
）８
１
５
２

＊
受
付
時
間
は
平
日
９
時
〜
17
時

【
問
合
先
】＝
本
庁
環
境
課
環
境
保
全

Ｇ（
内
線
２
７
２
１
）

土
地
区
画
整
理
審
議
会　
　

　

委
員
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧

　

入
来
都
市
計
画
事
業
土
地
区
画
整

理
審
議
会
委
員
選
挙
の
期
日
を
７
月

31
日（
日
）と
定
め
ま
し
た
。
こ
れ
に

伴
い
、
選
挙
人
名
簿
を
次
の
期
間
縦

覧
し
ま
す
。

　

同
審
議
会
委
員
選
挙
に
あ
た
り
、

次
の
事
項
に
該
当
す
る
方
は
、
市
に

対
し
て
代
表
者
を
選
任
し
、
７
月
５

日（
火
）ま
で
に
届
け
出
を
し
な
け
れ

ば
、
選
挙
権
・
被
選
挙
権
を
有
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

▼�

土
地
を
２
人
以
上
で
共
有
し
て
い

る
場
合

▼�

所
有
者
本
人
が
亡
く
な
っ
て
い
る

場
合

【
時
】＝
６
月
８
日（
水
）〜
21
日（
火
）�

８
時
30
分
〜
17
時
15
分

【
所
】＝
入
来
支
所
１
階
入
来
区
画
整

理
推
進
室

【
問
合
先
】＝
入
来
区
画
整
理
推
進
室

温
泉
場
地
区
Ｇ

（
44
）３
１
１
１（
内
線
２
５
７
）

東
日
本
大
震
災
に
よ
り　
　

　

被
災
さ
れ
た
幼
児
の　
　

　
　

市
立
幼
稚
園
へ
の
就
園

　

東
日
本
大
震
災
を
起
因
と
し
、
本

市
に
避
難
さ
れ
た
幼
児
が
市
立
幼
稚

園
に
入
園
を
希
望
さ
れ
る
場
合
、
住

民
登
録
が
な
く
て
も
、
受
け
入
れ
を

行
い
ま
す
。

　

入
園
希
望
の
保
護
者
は
、
お
子
さ

ん
を
同
伴
の
上
、
直
接
各
市
立
幼
稚

園
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

【
入
園
資
格
】＝
平
成
23
年
４
月
２
日

現
在
の
満
年
齢
で
３
歳
、
４
歳
、
５

歳
の
幼
児

【
問
合
先
】＝
各
市
立
幼
稚
園
ま
た
は

本
庁
学
校
教
育
課
学
事
Ｇ（
内
線
５

３
２
２
）

東
日
本
大
震
災
に
よ
り　
　

被
災
さ
れ
た
児
童
生
徒
の　

市
立
小
中
学
校
へ
の
転
入
学

　

東
日
本
大
震

災
を
起
因
と

し
、
本
市
に
避

難
さ
れ
た
児
童

生
徒
が
転
入
を

希
望
さ
れ
る
場

合
、
市
立
小
中
学
校
へ
の
受
け
入
れ

を
行
い
ま
す
。

　

居
住
地
の
学
校
へ
の
転
入
学
手
続

き
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
お
問

い
合
わ
せ
の
上
、
ご
来
庁
く
だ
さ
い
。

【
問
合
先
】＝
本
庁
学
校
教
育
課
学
事

Ｇ（
内
線
５
３
５
１
）ま
た
は
各
教
育

課
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相
　
談

お
知
ら
せ

パイロットマーク

１リットル指針

■悪質な５件の状況

発生年月 所 状　　況

H22.4 中郷町 軽トラ約１台分

H23.1 永利町 ごみ袋約２袋分

H23.1 田海町 軽トラ約１台分

H23.2 田海町 ごみ袋約５袋分

H23.3 冷水町 軽トラ約２台分

幼稚園名 所　在　地 電話番号
八 幡 幼 稚 園 田海町 3683-1 30-2688
高 城 中 央 幼 稚 園 陽成町 4623-1 30-2133
城 上 幼 稚 園 城上町 4387 30-2155
亀 山 幼 稚 園 五代町 635 22-6232
ひ わ き 幼 稚 園 樋脇町塔之原 3624 37-3677
い り き 幼 稚 園 入来町浦之名 60 44-4008
東 郷 幼 稚 園 東郷町斧渕 4773-2 42-1547
祁 答 院 幼 稚 園 祁答院町下手 255 55-1068
里 幼 稚 園 里町里 1650-1 3-2372
中 津 幼 稚 園 上甑町中甑 253 2-1110
手 打 幼 稚 園 下甑町手打 1010 7-0024
か の こ 幼 稚 園 下甑町長浜 659 6-2767
＊市外局番＝ 0996( 甑島地域＝ 09969）

所　在　地 電話番号

樋 脇 教 育 課 樋脇町塔之原 3567-1 37-2036

入 来 教 育 課 入来町副田 6029-1 44-3358

東 郷 教 育 課 東郷町斧渕 618-4 42-0053

祁 答 院 教 育 課 祁答院町下手 974 21-8755

里 教 育 課 里町里 1922 3-2311

上 甑 教 育 課 上甑町中甑 481-1 2-0001

下 甑 教 育 課 下甑町手打 819 7-0311

鹿 島 教 育 課 鹿島町藺牟田 1457-10 4-2211
＊市外局番＝ 0996( 甑島地域＝ 09969）




